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 第
一
条
～
第
一
条
の
二
の
二 

（
略
） 

 

（
質
量
の
確
定
） 

第
一
条
の
二
の
三 

貨
物
を
コ
ン
テ
ナ（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
つ
て
底
面
積
七
平
方
メ
ー
ト
ル（
上
部
に
す
み
金
具
を
有
し

な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
七
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人
は
、
船
積
み
前
に
、
告
示
で
定

め
る
手
順
に
従
い
、
前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
質
量
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に

よ
り
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
邦
各
港
間
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
そ
の
他
の
告
示
で

定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

貨
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
質
量
を
、告
示
で
定
め
る
計
量
器
を
使
用
し
て
計
量
す
る
方

法 

二 

コ
ン
テ
ナ
の
質
量
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
物
の
質
量
を
、告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
個
別
に
計
量
し
、
そ
の
合
計
を
計
算
す
る
方
法 

２ 

コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人
は
、
船
積
み
前
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
し
た
質
量
を
記
載
し
た
資
料
を
コ

ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド
代
表
者（
コ
ン
テ
ナ
の
船
積
み
を
行
う
場
所
に
お
け
る
船
舶
ご
と
の
船
積
み
に
つ
い
て
責

任
を
有
し
、
自
ら
当
該
作
業
の
指
揮
監
督
を
す
る
者
で
あ
つ
て
、
船
長
以
外
の
も
の
を
い
う
。
次
項
及
び



第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
条
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料
に
記
載
さ
れ
た
質
量
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確

定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
コ
ン
テ
ナ
を
船
積
み
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
一
条
の
三
～
第
三
十
六
条 

（
略
） 

 

第
三
十
七
条 

コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人
が
、
第
一
条
の
二
の
二
（
同
条
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
に
違
反
し
て
虚
偽
の
貨
物
の
質
量
が
記
載
さ
れ
た
資
料
を
船
長
に
提
出
し
、又
は
第
一
条
の
二
の
三
第

一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
計
量
を
行
わ
ず
に
貨
物
の
質
量
が
記

載
さ
れ
た
資
料
を
船
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

２ 

コ
ン
テ
ナ
の
荷
送
人
が
、第
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
虚
偽
の
貨
物
の
質
量
が
記
載

さ
れ
た
資
料
を
コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド
代
表
者
に
提
出
し
、又
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
各
号

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
計
量
を
行
わ
ず
に
貨
物
の
質
量
が
記
載
さ
れ
た
資
料
を
コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド

代
表
者
に
提
出
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

 

第
三
十
八
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法

人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
二
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人

又
は
人
に
対
し
て
、
各
本
条
の
刑
を
科
す
る
。 

 

 


